
16

日
本
国
際
政
治
学
会
編

『国
際
政
治
』
第
1
4
4
号

「
国
際
政
治
研
究
の
先
端

3
」
(二
〇
〇
六
年

二
月
)

「
規
範

の
学
校
」
と
し
て
の
欧
州
安
全
保
障
協
力
機
構

-
旧
ソ
連
諸
国
に
お
け
る
民
主
的
軍
統
制

の
国
内
法
制
化
-

宮

岡

勲

は

じ

め

に

冷

戦
後
、
欧
州

の
国
際
機
関
は
旧
社
会

主
義

国
の
民
主
化

の
た
め
に
二

つ
の

戦
略
を
採
用
し

て
き
た
。

一
つ
は
、
欧
州
連
合

(
E
U
)

や
北
大
西
洋
条
約
機

構

(N
A
T
O
)
な
ど

へ
の
加
盟

の
条
件

と
し
て
、
民
主
化
を
要
求
す
る
こ
と

で
あ
る
。
も
う

一
つ
は
、
欧
州
安
全
保
障
協
力
機
構

(
O
S
C
E
、
九
四
年
末

ま

で
は
欧

州
安
全
保
障
協

力
会
議

C
S

C
E
)
な
ど
に
よ

る
規
範

の
教
育

で

あ
る
。
(
1
)

冷
戦
後

の
欧
州

で
民
主
主
義

の
必
要
不
可
欠
な
要
素
と
さ
れ
た
、
軍

の

民
主
的
統
制

の
場
合

に
つ
い
て
は
、
前
者

の
戦
略

が
注
目
さ
れ

て
い
る
。

欧
州
旧
社
会
主
義
国

の
政
軍
関
係

に
関
す
る
文
献

で
は
、
軍

の
民
主
的
統
制

を
N
A
T
O
加
盟

の
条
件

の

一
つ
と
し
た
こ
と
が
中

・
東
欧
諸
国

に
お
け
る
軍

事
面
で

の
民
主
化
を
促
進
し

て
き
た
と
主
張
さ
れ
て

い
る
。
(
2
)

対
照
的

に
、
独
立

国
家
共
同
体

(C
I
S
)
諸
国
と
呼
ば
れ
る
、
バ
ル
ト
三
国
を
除
く
旧

ソ
連
諸

国
な
ど
、
近

い
将
来

N
A
T
O
に
加
盟

で
き
そ
う
も
な

い
諸

国
の
軍
統
制

に
お

け

る
民
主
化

の
遅
れ
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
他
方

で
、
民
主
的
軍
統
制
に
関
す

る
欧
州

レ
ジ

ー
ム

(原
則
や
規
範

の
集

合
体
)

の
形
成

や
国
内
法
制
化

に
お
け

る
O
S
C
E
の
役
割

に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
言

及
さ
れ
る
こ
と
が
な

い
。
(
3
)

し
か

し
な
が
ら
、
国
家
間
合
意

の
難
し

い
安
全
保
障

分
野
の
、
し
か
も
政
軍
関
係
と

い
う
微
妙

な
国
内
問
題

に
関
す
る
国
際
レ
ジ
ー
ム
が
、
北
米

か
ら
シ
ベ
リ
ア
に

至
る
地
域
を

カ
バ
ー
す

る
O
S
C

E
に
お

い
て
形
成

、
促
進

さ
れ
て
き
た
事
実

に
は
、
も

っ
と
関
心

が
寄
せ
ら
れ

て
も
よ

い
。

本
稿

は
、
O
S
C
E
に
お
け
る
民
主
的
軍
統
制
規
範

の
設
定

お
よ
び
履
行
促

進
が
、
C
I
S
諸

国
の
憲
法

や
法
律

の
制
定
に
貢
献
し
て
き

た
こ
と
を
主
張
す

る
。
こ
こ
で
、
O
S
C
E
は
、
「規
範

の
教
師
」
や

「
保
育

士
」
な
ど
国
際
政
治
(
4
)
(
5
)

に
お
け
る
独
立
し
た

ア
ク
タ
ー
と

い
う

よ
り
も
、
む
し

ろ
、
「
規
範

の
学
校
」
と

で
も

い
う

べ
き

、
規
範

教
育

の
場
あ
る

い
は
プ

ロ
セ
ス
と
し

て
捉
え
ら

れ
る
。

O
S
C
E

の
名
称

は
、
九

五
年

一
月

に
欧
州
安
全
保
障
協
力

の

「
会
議
」
か
ら

「
機
構
」

に
変
更

さ
れ
た
が
、
変
更
後

で
も

、
こ
の
国
際
機
関
は
最
小

限
の
ス
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タ

ッ
フ
し

か
抱

え

て
な

い
。
ち
な

み
に
O

S
C
E
事

務
局

の
紛
争
防
止

セ

ン

タ
ー

(
C
P
C
)

で
民
主
的
軍
統
制

の
分
野
を
担
当

し
て
い
る
職
員
は

二
、
三

名

に
過
ぎ
な

い
。
要
す
る
に
、
O
S
C
E
は
、
九

二
年

「
ヘ
ル
シ
ン
キ
首
脳
宣

言
」
の
文
言
を
使
え
ば
、
「
新
し

い
欧
州
を
形
作

る
の
に
方
向
性
と
推
進
力
を
与

え

る
、
対
話
、
交
渉
お
よ
び
協
力

の
た
め

の
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
あ

る
」
(
二
二
項
)
。

以
下
、
ま
ず
、
軍

の
民
主

的
統
制

に
関
す

る
O
S
C
E
の
国
際
レ
ジ
ー
ム
を

概
観
す

る
。
次

に
、
O
S
C
E
に
お
け
る
規
範
伝
播
を
規
範

の
設
定
と
履
行
促

進

に
分
け

て
分
析
す
る
。
そ
の
後

に
、
C
I
S
諸
国

の
憲
法
や
国
内
法

へ
の
影

響
を
考
察
す
る
。
そ
し
て
、
最
後

に
は
、
本
稿

の
主
張

の
理
論
的
含
意

や
、
欧

州
以
外

の
地
域

へ
の

一
般
化

の
問
題
な
ど

に

つ
い
て
述

べ
て
お
く

こ
と

に
す

る
。
な
お
、
本
稿
で
は
、
紙
面

の
制
約
も
あ
り
、
O
S
C
E

の
規
範
伝
播
機
能

に
焦
点
を
当

て
、
C
I
S
諸

国
の
国
内
法

へ
の
影
響
に

つ
い
て
は

一
般
的
傾
向

を
指
摘
す
る
に
止
め
て

い
る
。

よ

っ
て
、
規
範

の
受
け
手
側
で
あ

る
C
I
S
諸

国

の
国
内
過
程
や
、
国
ご
と

の
国
内
法
制

の
違

い
と
そ

の
原
因
に
ま

で
は
十
分

な
分
析
が
な
さ
れ
て

い
な

い
こ
と
を
付
記
し

て
お
く
。

一

O

S

C

E

の
民

主

的

軍

統

制

レ
ジ

-

ム

O
S
C
E
は
、
ま
ず
、
人
的
側
面
か
ら
軍

の
統
制

に
関
す
る
合
意
を
形
成
し

た
。
九
〇
年

七
月
に
採
択
さ
れ
た

「
人
的
側
面
に
関
す
る

コ
ペ
ン

ハ
ー
ゲ

ン
文

書
」

(以
下

「
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
文
書
」
と
略
記
)
は
、
軍
隊
や
警
察

の
文
民
統

制

に

つ
い
て
簡
潔

に

(二
行

で
)
言
及
し

て
い
る

(五
.
六
項
)
。
そ
れ
が
、
九

一
年

一
〇
月

の

「
人
的
側
面

に
関
す
る

モ
ス
ク
ワ
文
書
」

(以

下

「
モ
ス
ク

ワ

文
書
」
と
略

記
)

に
な

る
と
、
統
制
対
象

と
し
て
さ
ら
に
準
軍
事
部
隊
、
国
内

治
安
部
隊

お
よ
び
諜
報
機
関
を
追
加
す
る
と
と
も

に
、
行
政
府
に
よ
る
統
制

の

み
な
ら
ず

、
立
法
府

に
よ
る
監
視
ま

で
求

め
る
よ
う

に
な

っ
た

(二
五
性

一
項

か
ら
二
五
.
三
項
)
。
(
6
)

ま
た
、
両
文
書
は
、
非
常
事
態

に
お
け

る
人
権
と
基
本
的
自
由

の
保

護
の
観

点

か
ら
、
法
律

の
規
定
に
基
づ
く
非
常
事
態
宣
言

(
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ

ン
文
書

二

五
.
二
項
お
よ
び

モ
ス
ク

ワ
文
書

二
八
.
三
項
)
を
規
定
し

て
い
る
。
さ
ら
に
、

モ
ス
ク
ワ
文
書
で
は
、
宣
言
す

る
主
体
を

「
憲
法

上
正
当
な
機
関
」
に
限
定
し
、

行
政
当
局

に
よ
る
宣
言

の
場
合

は
議
会

に
よ

る
承
認
か
統
制
を
受

け
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
と
さ
れ
て

い
る

(二
八
.
二
項
)
。
な
お
、
ソ
連

で
の
ク
ー
デ
タ
ー
未

遂
事
件

の
直
後
に
採
択
さ
れ
た
モ
ス
ク
ワ
文
書
は
、
「
政
府

転
覆

の
阻
止
」

(
一

七
.

一
項
か
ら

一
七
.
三
項
)

に

つ
い
て
も
定
め

て
い
る
。

政
治

・
軍
事

的
側
面
か
ら
は
、
九
四
年

一
二
月

の
ブ
タ

ペ
ス
ト
首
脳
会
議

に

お

い
て
採
択
さ
れ
た

「安
全
保
障

の
政
治

・
軍
事

的
側
面
に
関
す

る
行
動
規
約

(

)
」

(以
下

「
行
動
規
約
」
と
略
記
)
の
第
七
節

が
注
目
さ
れ
る
。
(
7
)

民
主
的

軍
統
制

の

概
念
を
広
く
捉
え

て

い
る
第
七
節

の
規
定

(
三
〇
項
～

三
三
項
)
は
、
「
軍

の

民
主
的
政
治
統
制
」

(狭
義

の
民
主
的
軍
統
制
)
、
「
軍
人

の
人
権
と

基
本
的
自

由

の
尊
重

」
お
よ
び

「国
際
法
と
国
内
法

へ
の
軍
の
服
従
」

に
関
す
る
も

の
に

分
け
ら
れ
る
。

第

一
に
、
行
動
規
約
は
、
民
主
的
政
治
機

関
に
よ
る
軍

の
統
制
を
規
定
す
る
。

特
に
、
第

一
二

項
と
第

二
二
項
が
重
要
で
あ

る
。
第

二

一
項
は
、
政
治
統
制

の

主
体
と

し
て

「憲
法

に
基
づ

い
て
設
立
さ
れ
た

、
民
主
的
な
正
当
性
を
有
す
る

当
局
」
を
挙
げ

、
「効
果
的
な
指
導
や
統
制
を
常

に
定
め
、
維
持
す
る
」
こ
と
を
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求
め

て
い
る
。
ま
た
、
政
治
統
制

の
対
象
と
な
る
軍
隊

(

)
と
し

て
、
軍
事
部
隊

(

)
、
準
軍
事
部
隊

(

)

お

よ
び
治
安

部
隊

(

)
を
列
挙
し

て
い
る
。
そ

し
て
、
行
動

.規
約

の
第

二

一
項
後
半

に
よ
れ
ば

、
関
連
当
局

は
、
「
憲
法
上
お
よ
び
法
律
上

の
責
任
を

果
た
す
」
と
と
も

に
、
「
部
隊

の
役
割

お
よ
び
任
務
な
ら
び

に
憲
法

上

の
枠
組
み

の
中

で
の
み
行
動
す

る
義
務
を
明
確

に
す
る
。
」

統
制
手
段
に
関
し

て
は
、
第

二
二
項

が

「国
防
支
出

の
議
会
に
よ
る
承
認
」
、

「国
家
安
全
保
障
上

の
要
請
を
十
分

に
考
慮
し
た
う
え

で
軍
事
支
出
を
抑
制
」
す

る
こ
と
、
お
よ
び

「
透
明
性

お
よ
び

軍
隊

に
関
す
る
情
報

へ
の
公
共

ア
ク
セ
ス

を
定
め

る
」
こ
と
を
規
定
し
て

い
る
。
同
項
と
関
係
し

て
い
る

の
は
、
第

四
節

の
第

一
三
項

の

一
部

「
国

の
民
主
的
決
定
手
続

に
基

づ
き
軍
事
能
力
を
決
定
」

す

る
と

の
規
定

で
あ
る
。
な
お
、
政
治
統
制

に

つ
い
て
は
、
他
に
、
軍
隊
の
政

治
的
中

立
性

の
確
保

(二
三
項
)
、
軍
事
的
手
段

の
偶

発
的
な
あ

る
い
は
認

可

の
な

い
使

用

の
防
止

(二
四
項
)
、
不
正
規

軍
の
許
容

や
支
援

の
禁
止

(
二
五

項
)
お
よ
び
準
軍
事
部
隊
の
設
立

目
的
を
逸
脱
し
た
戦
闘
遂
行
能
力

の
獲
得

の

禁
止

(
二
六
項
)
に
関
す
る
規
定

が
あ

る
。

第

三
に
、
行
動
規
約

は
、
軍
人

の
人
権
と
基
本
的
自
由

の
尊
重
を
通

じ
て
、

軍

の
集
団
内
行
動
を
統
制
し
よ
う
と
す

る
。
総
論
的
な
第
三

二
項
は
、
軍
人
は

「
憲
法

や
そ
の
他

の
国
内
法

の
規
定
と
隊
務

の
要
求

に
従

っ
て
人
権
と
基
本

的

自
由
を
享
受

し
、
行
使

で
き
る
」
と
定
め
る
。
各
論
と
し

て
は
、
軍
人

の
補
充

・

召
集

の
人
権
と

の
整
合
性

(
二
七
項
)
、
軍
人

の
権

利
と
義

務

の
制
定
お

よ
び

兵
役

の
免

除
お
よ
び
代
替

の
導
入

の
検

討

(二
八
項
)
、
(
8
)

そ
し

て
全
軍
人

の
権

利
を
保
護
す
る
た
め

の
法
的
お
よ
び
行
政
的
手
続

の
制
定

(三
三
項
)
に
関
す

る
規
定
が
あ
る
。

第
三

に
、
行
動
規
約
は
、
国
際
法
と
国
内
法

へ
の
軍
の
服
従
を
求
め
て

い
る
。

関
連
規
定
と
し

て
は
、
国
際
人
道
法

の
国
内
普
及
お
よ
び
軍
事

訓
練
プ

ロ
グ
ラ

ム
と
規
則

へ
の
反
映

(二
九
項
)
、
国
際
人
道
法

の
軍
人

へ
の
教
育

(三
〇
項
)
、

そ
し
て
国
内

法
と
国
際
法

に
お
け

る
上
官
と
部

下

の
個
人
的
責
任

(
三
一
項
)

を
挙
げ

る
こ
と
が
で
き
る
。

次

に
、

O
S
C
E
に
お
け
る
規
範
伝
播
を
規
範

の
設
定
と
履
行
促
進

に
分
け

て
み
て
い
く

こ
と
に
す
る
。
(
9
)

二

欧

州

規

範

の

設
定

(
九

○
-

九

四
年

)

こ
の
節

で
は
、
民
主
的
軍
統
制

レ
ジ
ー
ム
の
交
渉
過
程
を
概
観
す
る
こ
と

に

よ
り

、
「規
範

の
教
師
」
と

「
生
徒
」
に
該
当
す

る
諸
国
を
見
出
す
と
と
も

に
、

O
S
C
E
の
規
範
設
定
機
能
を
検

討
す
る
。

(
1
)民
主
的
軍
統
制

レ
ジ

ー
ム
の
交
渉
過
程

軍

の
民
主
的
統

制
と
使

用
に
関
す

る
規
範

の
創

設
に
強

い
関
心
を
有

し
て

い
た
の
は
、

ア
メ
リ
カ

で
あ

っ
た
。
(
1
0
)

ま
ず

、
ア
メ
リ
カ
代
表
団
は
、
前
述

の
コ

ペ

ン
ハ
ー
ゲ

ン
文
書

に
民
主

的
軍
統
制

の
概
念
を
含

め
る
よ
う

に
主
張

し
て

い
る
。
(
1
1
)

ま

た
、
モ
ス
ク

ワ
文
書

に
お
け

る
軍
の
文
民
統
制

に
関
す

る
条
項

は
、

ア
メ
リ
カ
と

ハ
ン
ガ
リ
ー

の
共
同
提
案

文
書
を

下
敷
き

に
し

て
い
る
。
(
1
2
)

行
動
規
約

の
交
渉
は
、
O
S
C
E
の
安
全
保
障
協
力

フ
ォ
ー
ラ
ム

(
F
S
C
)

に
お

い
て
、
九

二
年
九
月
か
ら
約
二
年
強

の
間
行

わ
れ
た
。
交
渉

で
は
、
ボ
ー

ラ

ン
ド

、

欧

州

共

同

体

(
E

C
)
、
(
1
3
)

ト

ル

コ
お

よ

び

オ

ー

ス

ト

リ

ア

・
ハ

ン
ガ

リ
ー
か
ら

の
四

つ
の
公
式
提
案

が
中
心
と
な

っ
た
。
(
1
4
)

ど

の
提
案

に
お

い
て
も
、
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軍

の
民
主

的
統
制
と
国
内
使
用

に
関
す
る
項
目
は
重
視

さ
れ
て

い
た
。
た
だ
、

欧
州
諸
国
は
全
欧
州

の
安
全
保
障
シ

ス
テ
ム

の
基
礎
を
固

め
た
か

っ
た

の
に
対

し
、

ア
メ
リ
カ
は
欧
州
に
お
け
る
N
A
T
O
や
自
国

の
役
割
を

い
か
に
縮
小
さ

せ
な

い
か
に
腐
心
し

て
い
た
。
(
1
5
)

そ
こ
で
、
ア
メ
リ
カ
は
特

に
軍

の
民
主
的
統
制

の
分
野

に
力
点

を
置

い
た
。

ア
メ
リ
カ
代
表

団

の
立
場
は
、
「
そ

の
具
体

的
な

内
容
は
、
平
時
と
戦
時
に
お
け
る
参
加
国

間
で
の
特
定

の
権
利
と
義
務
を
強
調

す
る
と
も
に
、
軍

の
民
主
的
統
制
と
使
用

に
関
す

る
明
確
な
規
範
を
確

立
す
る

こ
と

で
あ
る

べ
き
で
あ
る
」
と

い
う
も

の
で
あ

っ
た
。
(
1
6
)

行
動
規
約
全
体
に
関
す

る
提
案
が
出
揃

っ
た
九
三
年

一
○
月

か
ら

は
、
米
国

の
O
S
C
E
代
表

団

の
ジ

ム

・
ハ
イ

ン
ズ

(

)
が
行
動
規
約

の
草
稿

の

一
本
化

に
向

け
た
調

整
を
行

っ
て

い
る
。
結
局
、
軍
の
民
主
的
統
制
を
定
め
た
第
七
節

が
こ
の
規
約

の

「
最
も
重
要
で
革
新

的
な
部
分
」
と
な

っ
た
。
(
1
7
)

以
上

の
交
渉
過
程
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
や
草
案
提
出
国
は
、
民
主
的

軍
統
制

レ

ジ
ー
ム

の

「
規
範

の
教
師
」

で
あ

る
と

い
え
よ
う
。
こ

の
範
疇

に
は
、
先
進
民

主

主
義

国
だ
け
で
は
な
く

、
旧
社
会

主
義
国

の
中

で
も
比
較
的

に
民
主
化
を
先

行
し
て
き
た

ハ
ン
ガ
リ
ー
と
ポ

ー
ラ
ン
ド
も
含
ま
れ
る
。
両
国
は
、
民
主

主
義

の
伝
統
を
有

し
、
す

で
に
八
○
年
代
末
、
九
〇
年
代
初

頭
か
ら
民
主
化

や
文
民

統

制

の
制
度
化
を

開
始

し
て
い
た
。
(
1
8
)

ち
な
み
に
、
両
国
は
、
チ

ェ
コ
共
和
国
と

と
も
に
、
九
九
年
三
月

に
N
A
T
O

の
新
規
加
盟
国
と
な

っ
て

い
る
。
な
お
、

次
節

で
み
る
よ
う

に
、

ハ
ン
ガ
リ
ー
と
ポ
ー
ラ
ン
ド
は
、
行
動
規
約
採
択
後

の

履
行
促
進

セ
ミ
ナ
ー
で
も
講
師
を
派
遣
し
て

い
る
。
(
1
9
)

一
方

、
「
規
範

の
生
徒
」

は
、
冷
戦
後

に
民

主
化
を
開
始
し
た
旧
社
会
主

義

国
で
あ

る
と

い
え

る
。
旧

ワ
ル
シ
ャ
ワ
条
約
加
盟
諸
国
と

ユ
ー
ゴ

ス
ラ
ヴ

ィ
ア

社
会
主
義
連
邦
人
民
共
和
国

(以
下

「
旧

ユ
ー
ゴ
」
と
略
記
)
は
、
C
S
C
E

の
設
立
時

(七

三
年
六
月
)
か
ら

の
参

加
国
で
あ

る
。
そ
れ
以
外

の
欧
州
旧
社

会

主
義

国
の
う
ち
、

ア
ル
バ
ニ
ア
、

ソ
連
の
地
位
を
引
き
継

い
だ

ロ
シ
ア
を

除

く
旧

ソ
連
諸
国
と
、
旧

ユ
ー
ゴ

の
ス
ロ
ヴ

ェ
ニ
ア
、

ク
ロ
ア
チ

ァ
や
、
ボ
ス

ニ

ア

・
ヘ
ル
ツ

ェ
ゴ
ヴ

ィ
ナ
が
、
九

一
年

六
月

か
ら
翌
年

の
四
月
に
か
け
て
O
S

C
E
参
加
を
果
た
し

て
い
る
。
以
上
の
諸

国
は
、
九

二
年
九
月
か
ら
二
年
以
上

に
わ
た

る
行
動
規
約

の
交
渉
と
そ
の

コ
ン
セ
ン
サ

ス
採
択
に
関
与
し
て

い
る
。
(
2
0
)

要
す
る

に
、
北
米

、
西
欧
お
よ
び
中
欧

の
諸
国

の
国
内
規
範

や
慣
行
を
基
に
、

O
S
C
E
で
国
際
規
範

の
集
合
体
と

し
て
形
成
さ
れ
た
民
主

的
軍
統
制

レ
ジ

ー

ム
は
、
冷
戦
後
に
民

主
化
を
開
始

し
た
欧
州
旧
社
会

主
義

国
を

主
要
対
象
と
し

て
い
る
。
九
九
年
に
開
催

さ
れ
た
行
動
規
約

フ
ォ
ロ
ー

・
ア

ツ
プ
会
議

の
第

一

作
業
部
会

を
担
当

し
た
報
告
者
は
、
「
規
約

の
採
択

が
既
存

の
国
内

規
範
や
慣

行
を
確
認
す
る
こ
と
に
な
る
国
も
あ
れ
ば
、
そ

の
規
定
が
民
主
的
政
治
統
制

の

分
野
に
お

い
て
国
内
改
革
を
促
進
し

て
い
く
う
え
で
有
益
な
手
段
と
な

る
国
も

あ
る
」
と
発
言
し
て

い
る
。
(
2
1
)

実
際

に
、
参
加
国

の
約
半
数
弱
と
な

る
二
四
力
国

が

「
行
動
規
約
採
択

の
た
め

に
、
国
内
法

の
改
正
は
必
要
な

か

っ
た
」
と
O
S

C

E
事

務
局
に
通
報
し

て
い
る
。
(
2
2
)

(
2
)O
S
C
E
の
規
範
設
定
機
能

O
S
C
E
に
お
け

る
規
範
設
定

の
重
要
な
特
徴

は
、

O
S
C
E
原
則
と

の
リ

ン
ク
、
政
治
的
拘
束
力
お
よ
び

コ
ン
セ

ン
サ
ス
方
式

で
あ
る
。
ま
ず
、
民
主
的

軍
統
制

レ
ジ
ー
ム
は
、

O
S
C
E

の
基
本

原
則
と
結
び
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ

り
正
当
性
を
獲
得
し

て
い
る
。
九
〇
年

一
一
月

、
O
S
C
E
パ
リ
首
脳
会
議

で

採
択
さ
れ
た

「
新

た
な
欧

州

の
た
め

の
パ
リ
憲
章
」
(以
下

「
パ

リ
憲
章

」
と
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略
記
)に
お

い
て
、
ア
メ
リ
カ
や
カ
ナ
ダ

、
ソ
連
を
含
む
東
西

の
欧
州
諸
国
は
、

「
人
権
、
民
主
主
義

お
よ
び
法

の
支
配
」
を
欧
州
全
体

の
共
通
価
値

と
し
て
受

け
入
れ
た
。
前
節

で
み
た
よ
う

に
、
行
動
規
約
は
、

「人
間
尊
重

と
法

の
支
配

は
、
民
主
主
義

の
基
礎

で
あ

る
」
と
す
る
パ
リ
憲
章

に
基
づ
き
、
民
・主
的
軍
統

制

の

「
民
主
的
」
を
広
く
捉
え

て
い
る
。
ち
な
み
に
、
タ
ジ
キ
ス
タ
ン
と
ト

ル

ク

メ
ニ
ス
タ

ン
を
除
く

C
I
S
諸
国
は
、
行
動
規
約
交
渉

中
の
九

四
年
六
月
ま

で
に
パ
リ
憲
章

の
署
名
を
終
え

て
い
る
。
(
2
3
)

署
名
国
は
、
国
際

レ
ベ
ル
で

「人
権

尊
重
、
民
・主
主
義

お
よ
び
法

の
支
配
」

へ
の
コ
ミ

ッ
ト
メ
ン
ト
を

し
て
い
る

こ

と
に
な
り
、
そ
れ
ら
の
原
則
か
ら
派
生
し

て
き

て
い
る
民
主
的

軍
統
制
規
範

の

正
当
性
を
認
め
ざ

る
を
え
な

い
こ
と

に
な
る
。
(
2
4
)

次
に
、
政
治

的
拘
束
力

の
あ

る
文
書
と
し

て
採
択
す
る
こ
と
も

、
規
範

の
設

定

に
役
立

つ
。
政
治
的
文
書

は
、
文
言

の
正
確
さ
が
要
求
さ
れ
な

い
の
で
、
履

行

に
お

い
て
柔
軟
な
対
応

が
可
能
と
な

る
だ
け

で
な
く
、
国
会

に
よ
る
承
認
を

必
要
と
し
な

い
、
改

正
が
容
易

で
あ

る
な
ど
、
交
渉
に
お
け
る
妥
協
を
容
易

に

す

る
。
(
2
5
)

ま
た
、
政
治

的
拘
束
と

は
、
行
動
を
拘
束
す
る
こ
と
よ
り
も

、
規
範

に

合
致
し
た
政
策
を
促
進

す
る
の
に
適
し

て
い
る
。
(
2
6
)

行
動
規
約
も
、
政
治
的
拘
束

力
を
有
す

る
文
書

と
し
て
採
択
さ
れ
た

(三
九
項
)
。
行
動

規
約

の
交
渉

の
最

中
、
イ
ギ
リ
ス
の
大
使

テ
レ
ン
ス

・
ウ

ッ
ド

(

)
は
、
行
動
規

約
を
政
治
的
拘
束
力

の
あ
る
文
書

に
す

べ
き
理
由
と
し

て
、
次

の
よ
う

に
語

っ

て
い
る
。

「
そ
う

す
る
こ
と
は
、

こ
れ
ま

で
の
履
行

の
経
験
に
照
ら
し

て
、
ま

た
、
欧
州
に
お
け
る
出

来
事

の
背
景
か
ら
し

て
必
要
な
柔
軟
性
を
行
動
規
約

に

与
え
る
。
同
時
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
政
治
的
拘
束
力
を
有
す
る
文
書

に
お
け

る

コ
ミ
ッ
ト

メ
ン
ト
が
実
質
的

に
法
的
な
も

の
よ
り
も
弱

い
わ
け
で
は
な

い
と
信

じ
て

い
る
。
政
治
的
拘
束
力
を
有

す
る
文
書

は
、
規
約

の
規
定
が
他

の
関
連
す

る
国
際
合
意
を
修
正
し
た
り
、
侵
害

し
た
り
す

る
も

の
で
は
な

い
と

い
う
こ
と

を
保

証
す

る
と

い
う
、
追
加
的
な
強
み
も
持

っ
て
い
る
。
」
(
2
7
)

最
後

に
、

コ
ン
セ
ン
サ

ス
方
式
も
規
範

設
定

に
貢
献
す

る
。

コ
ン
セ

ン
サ

ス

と
は

「
強

い
反
対

が
な

い
時

に
と
ら
れ
る
決
定
手
続
」
を

い
う
。
(
2
8
)

コ
ン
セ

ン
サ

ス
方
式

の
下

で
は

、
合
意

に
向
け

て
ア
ク
タ

ー
問
で
説
得

が
試
み
ら

れ
、
規

範

の

「
社
会

化
」
が
促
進

さ
れ
る
。

レ
ジ
ー

ム
形
成

過
程
は
学

習
過
程

で
も

あ

る
。
も

ち
ろ
ん
、
説
得

で
は
な
く

、
社
会

的
圧
力

に
よ

っ
て

コ
ン
セ

ン
サ

ス
に
加
わ
る
国
も
あ
り
う

る
。
(
2
9
)

し
か
し
、

一
度

コ
ン
セ
ン
サ
ス
方
式

で
決
定
さ

れ
れ
ば

す

べ
て
の
国
が
同
意

し
た
と

い
う
事
実

が

で
き

、
そ

の
決
定
事

項
は

政
治
的

性
道
義
的
な
重

み
を
持

つ
よ
う
に
な
る
。
特

に
行
動
規
約

の
場
合
、
首

脳
会
議

の
成
果

で
あ
る

「
ブ

タ

ペ
ス
ト
文
書

」

の

一
部

(第

四
章
)
と

し
て

採
択

さ
れ

て
い
る

の
で
、
政
治

的
拘
束
力

は
強
く
、

い
わ
ゆ
る

「
自
縄
自

縛

(

)
」
効
果
を
期

待
す

る
こ
と
が

で
き
る
。
(
3
0
)

こ

の
よ
う

な
効

果
を
求
め

て
、
二
国
間
で
は
な
く
、
多
国
間

の
場
が
意

図
的
に
選
択

さ
れ

る
こ

と
が
あ
る

の
で
あ
る
。

三

国

際
規

範

の

国
内

履

行

促

進

(
九

五
年

-

)

行
動
規
約
は
、
九
五
年

一
月

一
日

に
、
O
S
C
E

の
正
式
な
発
足
と
と
も

に

発
効

し
た

(
三
九

項
)
。
同
第

二
〇
項
は
、
軍

の
民
主
的
政
治
統

制
が
必
要
な

理
由
と

し
て
、
「安

定
と
安
全

の
不
可
欠
な
要
素
」

で
あ

る
こ
と
を
挙
げ

て
い

る
。
ま
た
、
-
軍

の
市
民
社
会

へ
の
統
合
」
を

「
民
主
主
義

の
重
要
な
表
現
」
で

あ

る
と
位
置
づ
け
、
そ

の
推
進
を

O
S
C
E
全
参

加
国
に
求

め
て

い
る
。
民
主
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的
軍
統
制
を

そ
の
よ
う

に
意
味
付
け
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ま

で
内
政
事
項

と
さ
れ
て

い
た
政
軍
関
係
問
題

に
国
際
機
関
や
他
国
が
干
渉

で
き

る
よ
う

に
な

っ
た
。
(
3
1
)

行
動

規
約
第

一
項
は
、

「
C
S
C
E

で
な
さ
れ
た
す

べ
て
の

コ
ミ

ツ
ト

メ
ン
ト
を
誠
実

に
履
行
す
る
こ
と
」
を
国
際
関
心
事

項
と

し
て
い
る
。

(
1
)N
A
T
O
と
O
S
C
E
の
地
域
的
分
担

O
S
C
E
で
設
定

さ
れ
た
民
主
的
軍
統
制

レ
ジ
ー
ム
の
履
行
促
進

に

つ
い
て

は
、
N
A
T
O
と

O
S
C
E
で
地
域
的
分
業
を
行

っ
て

い
る
。
こ
の
観
点
か
ら

は
、
前
節

で
み
た

「規
範

の
生
徒
」
は
、
次

の
二
つ
の
グ
ル
ー
プ

に
分
け

る
こ

と
が
で
き
る
。

第

一
の
グ
ル
ー
プ

は
、

N
A
T
O
加
盟
と

い
う
イ

ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
作
用
す

る
諸
国
で
あ
る
。
N
A
T
O
は
、
行
動
規
約
採
択

の
翌
年

九
月
に
公
表
さ
れ
た

「
N
A
T
O
拡
大

の
研
究
」

の
提
言
を
受
け

て
、
「
自
国
防
衛

軍
の
適
切
な
民
主

的
文
民
統
制

の
確

立
」

(第

五
章
七

二
項
)
を
加
盟
条
件

の

一
つ
と
し
た
。
ま

た
、
九
九
年

四
月
の
ワ
シ
ン
ト

ン
首
脳
会
議

で
採
択
さ
れ
た

「加
盟

に
向
け

て

の
行
動
計
画

(
M
A
P
)
」
に
お

い
て
も
、
軍

の
民
主
的
統
制

が
重
要
な
政
治

的
目
標
と
さ
れ
た
。
(
3
2
)

そ
し
て
、

M
A
P
に
参
加
し
た
国
の
中
か
ら
、
二
〇
〇

二

年

一
一
月

の
プ

ラ

ハ
首
脳
会
議

は
、

ス
ロ
ヴ

ァ
キ

ア
、
ブ

ル
ガ
リ

ア
お
よ
び

ル
ー

マ

ニ
ア
を

は
じ
め
、
旧

ユ
ー
ゴ
か
ら
早
期

に
独
立

し
た

ス
ロ
ヴ

ェ
ニ
ア
、

同
様
に

ソ
連
か
ら
九

一
年
九
月

に
独
立
し
た
バ

ル
ト
三
国

(
エ
ス
ト

ニ
ア
、

ラ

ト
ヴ
ィ

ア
お
よ
び
リ
ト
ア

ニ
ア
)

の
加
盟
招
請
を
決
定
し
た
。
こ
れ
ら

の
諸
国

は
、
二
〇
〇
四
年

三
月
に
N
A
T
O
に
正
式
加
盟
し
て

い
る
。
ま

た
、
現
在

M

A
P
に
参

加
し
次

の
加
盟
候
補
国
と
さ
れ

て
い
る

の
は
、
南
東
欧

の
ク
ロ
ア
チ

ア
、

マ
ケ
ド

ニ
ア
お
よ
び

ア
ル
バ

ニ
ア
で
あ
る
。
こ

の
グ
ル
ー
プ

に
対

し

て

は
、
O
S
C
E
レ
ジ
ー
ム
に
よ
る
規
範
的
方
向
付
け
と
N
A
T
O
加
盟

へ
の
実

利
的
期
待
が
組
み
合
わ
さ

っ
て
作
用
す

る
と
考
え
ら
れ
る
。

第

二
の
グ

ル
ー
プ
は
、
N
A
T
O
加
盟

の
可
能
性
が
当
面
な
く
、
O
S
C
E

に
よ

る
履
行
促
進

の
主
要
対
象
と
な

っ
て

い
る
諸

国
、
「
い
わ

ゆ
る
拡
大
か
ら

の

『レ

フ
ト

・
オ
ー
バ
ー
』
諸
国
」

で
あ

る
。
(
3
3
)

こ

の
グ
ル
ー
プ
に
は
、
旧

ユ
ー

ゴ
諸
国
の
ボ
ス

ニ
ァ

・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
と
セ
ル
ビ
ア

・
モ
ン
テ
ネ
グ

ロ
や
、

旧

ソ
連
諸
国

の
う

ち
、
バ
ル
ト
三
国
を
除
く
独
立
国
家
共
同
体

(C
I
S
)
諸

国
が
入
る
。
C
I
S
に
は
、
九

一
年

一
二
月
に

ソ
連
が
崩
壊
後

、
そ
の
国
際
法

上

の
地
位
を
継
承
し
た

ロ
シ
ア
と
、

ロ
シ
ア
の
西
側

で
黒
海

の
北
側
に
位
置
す

る

ベ
ラ
ル
ー
シ
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
お

よ
び

モ
ル
ド
ヴ

ァ
、
黒
海
と
カ
ス
ピ
海

に
挟

ま
れ
た
カ

フ
カ
ス
地
域

の
グ
ル
ジ

ア
、

ア
ル
メ
ニ
ア
お
よ
び
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ

ャ

ン
、
な
ら
び
に
黒
海

の
東
側

に
あ
た

る
中
央

ア
ジ

ア
の
カ
ザ

フ
ス
タ
ン
、
ト

ル

ク
メ

ニ
ス
タ

ン
、
ウ
ズ

ベ
キ
ス
タ
ン
、

タ
ジ
キ

ス
タ

ン
お
よ
び
キ
ル
ギ
ス
の
諸

国
が
加
盟
し
て

い
る
。
O
S
C
E
は
、
異
質
な
諸
国
を
内

側
に
取
り
込

ん
だ
う

え
で
、
欧

州

の
共

通
価
値
と
関
連
規
範
を
教
育
、
啓
蒙
し
て

い
く
と

い
う

「開

放
戦
略
」
を
採

用
し
て

い
る
。

こ
の
戦
略
は
、

一
定

の
条
件
を
満

た
し
た
国
家

の
み
に
加
盟
を
認
め
る
と

い
う

、
N
A
T
O
や
E
U
な
ど
が
と
る

「
排
他
戦
略
」

と
は
対
照
的
で
あ

る
。
(
3
4
)

第
二

の
グ
ル
ー
プ

に
関

し
て
は
、

N
A
T
O

の
役
割

は
補
完
的
な
も

の
に
止

ま
る
。
(
3
5
)

た
し
か
に
、
N
A
T
O
が
非
加
盟
国

(C
I
S
諸

国
を
含
む
)
と

の
間

で
実
施
す

る

「平
和

の
た
め

の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ

(P
f
P
)
プ

ロ
グ
ラ
ム
」

の
協
力
目
的

の
中

に
は
、
「
国
防
軍

の
民
主
的
統
制

の
確
保

」
や

「
国
防
計
画

や
予
算

過
程
に
お
け
る
透
明
性

の
促
進
」
も
含

ま
れ
て

い
る
。

二
〇
〇
〇
-

○
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一
年

の
パ
ー
ト

ナ
ー
シ

ツ
プ

・
ワ
ー
ク

・
プ

ロ
グ
ラ
ム
は
、
「
軍

の
民
主
的
統

制
と
防
衛
構
造
」

の
協
力
項
目
の

一
つ
と

し
て

「
O
S

C
E
行
動
規
約

の
実
施

に
お
け

る
進
展
を
議
論
す
る
こ
と
」
を
挙
げ

て
い
る
。
(
3
6
)

し
か
し
、
P
f
P
プ

ロ

グ
ラ
ム
は
、
主

に
加
盟
候
補
国
の
N
A
T
O
と

の
軍
事
上

の
相
互
運
用
性

の
向

上

に
重
点
を
置

い
て
き

て
い
る
。
(
3
7
)

以

下
で
は
、
本
稿

の
目
的
か
ら
、
O
S
C
E

に
お
け

る
民
主
的
軍
統
制
レ
ジ
ー
ム
の
履
行
促
進
機
能
に
焦

点
を
当

て
る
。

(
2
)
O
S
C
E
の
履
行
促
進
機
能

O
S
C
E
は
、

フ
ォ
ロ
ー

・
ア

ツ
プ
会
議
、
履
行

ア
ン
ケ
ー
ト
、
セ
ミ
ナ
ー

お
よ
び
憲
法

や
法
律

の
草
案

へ
の
コ
メ

ン
ト
な
ど
を

通
じ

て
、
民

主
的
軍
統

制

レ
ジ

ー
ム
の
履
行
促
進
を
行

っ
て
い
る
。
第

一
に
、
行
動
規
約

フ
ォ
ロ
ー

・

ア

ツ
プ
会
議
が
こ
れ
ま
で

の
と

こ
ろ
三
回

(九
七
年
九
月
、
九
九
年

六
月
、

二

〇
〇
二
年

九
月
)
、
O
S
C

E
の
本
拠
地

で
あ

る
ウ
ィ
ー
ン
で
開
催
さ
れ

て
き

た
。
第

一
回
目
の
会
議

の
目
的
は
、
行
動
規
約
第

一三
八
項
に
基
づ
き
、
「
行
動

規
約

の
履
行
状
況
を
評
価

し
、
検
討
し
、
必
要
が
あ
れ
ば
勧
告
を
行
う
」

こ
と

と

「
欧
州

安
全
保
障

全
体

へ
の
行

動
規
約

の
貢

献
を
強
化

す
る
方
策
を

考
え

る
」

こ
と

で
あ

っ
た
。
さ
ら
に
、
そ
う
し
た
目
的
に
、
第

三
回
目
の
会
議

で
は

「
ア
ン
ケ
ー
ト

へ
の
回
答
を
評
価
し
、
検
討
す

る
」

こ
と

が
、
第

三
回
目

の
会

議

で
は

「
テ
ロ
と

の
闘

い
へ
の
行
動
規
約

の
貢
献
に

つ
い
て
審
査
す

る
」

こ
と

が
加
わ

っ
て
い
る
。
(
3
8
)

ち

な
み
に
、
軍

の
民

主
的
統
制
は
、
ど

の
会
議

に
お

い
て

も
作
業
部
会
で
話
し
合

わ
れ
た

テ
ー
マ
の
中
で
特
に
重
要
な
も

の
で
あ

っ
た
。
(
3
9
)

第

二
に
、

O
S
C
E
参
加

国
は
、
九
九
年
よ
り
毎
年

四
月

一
五
日
ま
で
に
、

履
行

に
関
す

る
ア

ン
ケ

ー
ト

に
回
答
す

る
こ
と
に
な

っ
て

い
る
。
行
動

規
約

は
、
そ

の
第
三
八
項
で

「参
加
国
は
、
要
請
が
あ
れ
ば
規
約

の
履
行

に
関
し
適

切
な
説
明
を
行
う

」
と
規
定

し
て

い
る
。
情
報
交
換

に
つ
い
て
は
最
初

、
自
主

的
な
取
組

み
に
任

さ
れ
て

い
た
が
、
後

に
定
例
化

し
た
ア

ン
ケ
ー
ト
は
当
初
、

一
〇
項
目

の
質
問

か
ら
な

っ
て

い
た
。

そ
れ
ら

の
内
容

と
し

て
は
、
問

一
〇

「
他

の
情
報
」
を
除
く

、
九
問
中
七
間
が
軍

の
民
主
的
統
制
に
関
連

し
て

い
る
。
(
4
0
)

さ
ら
に
、
こ
れ
ら
七
間
の
う
ち

、
六
間
が
軍

の
民

主
的
統
制
に
関
す

る
国
内
法

制
化
に
関
す

る
質
問

で
あ
る
。
な
お
、
行
動
規
約
は
、
「参
加
国
は
、
自

国
の
関

連
す
る
内
部
文
書

や
手
続
、
あ

る
い
は
適
当
な
場
合
は
法
的
文
書

が
こ
の
規
約

で
な
さ
れ
た

コ
ミ

ッ
ト
メ

ン
ト
を
反
映
す

る
よ
う

に
努

め
る
」

(四

一
項
)
と

規
定
し

て
い
る
。

第
三

に
、
セ
ミ
ナ

ー
に

つ
い
て
は
、
行
動
規
約

交
渉
中

か
ら

ウ
ィ
ー

ン
で

行

っ
て

い
る
が
、
そ
の
後
、

セ
ル
ビ

ア

・
モ
ン
テ
ネ
グ

ロ
、
ウ
ク
ラ
イ

ナ
お
よ

び
カ

フ
カ
ス
地
域

や
中
央

ア
ジ

ア
に
あ

る
諸

国
の
首

都
で
開
催
さ
れ

て
い
る
。
(
4
1
)

た
と
え
ば
、
ア
ル
メ

ニ
ア
で
開
か
れ
た
セ

ミ
ナ
ー

の
出
席

予
定
者

リ
ス
ト

に
よ

る
と
、
地
元
か
ら

の
参
加
者

は
四

二
名

(外
務
省

二

一
名

、
国
防
省

一
二
名
、

国
家
安
全
保
障
省

三
名
、
内
務
省

一
名
、
司
法
省
二
名

、
国
会

二
名

お
よ
び
非

政
府
組
織

一
名
)
と
な

っ
て
い
る
。
参
加
者

の
レ
ベ
ル
も
高
く
、
外
務
副
大
臣

を
は
じ
め
、
省

の
部
長

ク
ラ
ス
も
多
数
参
加
し
た
。
こ
の
セ
ミ
ナ
ー
の
報
告
者

は
、
オ
ラ
ン
ダ
の
軍
人
、

O
S
C
E
事
務
局

の
C
P
C
職

員
、
ジ

ュ
ネ

ー
ブ
国

際
学
大
学
院

の
専
門
家
な
ど

で
あ

っ
た
。
(
4
2
)

第
四
に
、
O
S
C
E
は
よ
り
直
接
的
に
立
法
過
程

に
も

関
与

し
て
い
る
。
た

と
え
ば
、
O
S

C
E
は
、
内
戦

で
政
情

不
安
定
に
陥

っ
て
い
た

グ
ル
ジ
ア
に
、

C

I
S
諸

国

の
中

で
初

め
て
長
期
使

節
団
を
設

置
し
た

(九

二
年

一
二
月
)
。

九
四
年

に
は
、

O
S
C
E
民

主
制
度

・
人
権
事
務
所

(
O
D
I
H
R
)
が
長
期
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使
節
団
を
通
じ
て
専

門
家
を
派
遣
し
た
り
し

て
、
グ
ル
ジ
ア
の
新

し
い
憲
法

の

草
案
に
勧
告

・
論

評
し
て

い
る
。

こ
れ
は
、
グ
ル
ジ
ア
の
憲
法
委
員
会
か
ら

の

要
請
を
受

け
た
も
の
で
あ

る
。

O
S
C
E
は
、
他
に
も

ウ
ク
ラ
イ
ナ
、

モ
ル
ド

ヴ

ァ
お
よ
び
タ
ジ
キ
ス
タ
ン
に
対
し

て
憲
法
や
法
律
に
関
す

る
助
言
を
行

っ
て

い
る
。
(
4
3
)

履
行
促
進

の
段
階

で
は
、
非

政
府
組
織

や
専
門
家
も

「規
範

の
教
師
」

と
し

て
重
要

で
あ
る
。

四

C
-

S
諸

国

に

お

け

る
関

連

法

制

以
上
み

て
き
た
よ
う

に
、
C
I
S
諸
国

に
お
け
る
国
内
法
制
化

が
民
主
的
軍

統
制

レ
ジ
ー

ム
の
大
き

な
狙

い
の

一
つ
で
あ
る
。
国
内

法
制
化

に
関
連

し
て
く

る
の
は
、
「軍

の
民
主
的
政
治
統
制
」
に
関
す

る
規
定

(
一
三
、
二
〇
、
二

一
お

よ
び

二
三
項
)
と

「
軍
人
の
人
権
と
基
本
的
自
由

の
尊

重
」
に
関
連
す

る
規
定

(
二
七

、
二
八
お
よ
び
一三
三
項
)

で
あ

る
。

こ
の
節

で
は
、
O
S
C
E

に
お
け

る
規
範

の
設
定
と
履
行
促
進

が
C
I
S
諸
国

の
憲
法
規
定
と
法
律

に
ど

の
よ
う

な
影
響
を
与
え
て

い
る
か
を
検
討
す

る
。

(
1
)
C
-
S
諸
国
の
憲
法

C
I
S
諸
国
が
新
憲
法

を
制
定

し
た

の
は
、

ソ
連
崩
壊
後

の
九

二
年

か
ら
九

六
年

に
か
け
て
で
あ
る
が
、
多
く

の
国

の
憲
法

が
早
く
も
改

正
さ
れ

て
い
る
。

い
ず
れ

の
国
家
も
民
主
主
義
共
和
制

の
体
制
を
と
り
、
大
統
領

と
議
会

が
民
主

的

に
選
出
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
て

い
る
。
ま
た
、
形
式
的
に
は
、
大
統
領

が
任

命
し
た
内
閣

(政
府
)

の
存

立
が
議
会

に
依
存
す
る
と

い
う
議

院
内

閣
制

の
要

素
を
併
せ
持

っ
て
い
る
。
ど
の
憲
法

で
も
政
府

の
予
算
案
は
民
主
的
な
議
会

の

承
認
を
必
要
と
し
、
閣
僚
は
選
挙

に
よ

っ
て
直
接
選
出
さ
れ
た
大
統
領

が
任
免

権
を
有

す
る
。
通
常
、
憲
法

レ
ベ
ル
で
は
明
記
さ
れ
て

い
な

い
が
、
国
防
予
算

は
国
家

予
算

の

一
部

で
あ
り
、
ま
た
、
閣
僚
に
は
国
防
大
臣

お
よ
び
内
務
大
臣

な
ど
が
含
ま

れ
る
。
(
4
4
)

O
S
C
E
の
影
響
を
考
え

る
際
、
軍

の
民
・主
的
統
制

は

ソ
連
時
代
末
期

に
始

ま
り
、
九

〇
年

三
月

に
改
正
さ
れ
た

ソ
連
憲
法
に
は
す
で
に
数
多
く

の
関
連
規

定
が
含

め
ら
れ
て

い
た
点

に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
(
4
5
)

そ
の
憲
法
は
、

O
S
C

E

の
民
主
的
軍
統
制

レ
ジ

ー
ム
の
影
響
下
に
は
な

い
。
し
か
し
、
以

下
の
理
由

か
ら
、
C
I
S
諸

国
の
憲
法
に
は
レ
ジ
ー
ム
の
影
響
も
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
ず

、
行
動
規
約

が
採
択
さ
れ

て
か
ら

一
年
近
く
た

っ
た
九

五
年

一
一
月
以

降
に
制
定
さ
れ
た
、
あ

る
い
は
改
正
さ
れ
た
憲
法

(ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ

ャ
ン
、

ウ

ク

ラ
イ
ナ
、
キ
ル
ギ

ス
、
カ
ザ

フ
ス
タ
ン
お
よ
び
グ

ル
ジ

ア
の
憲
法
)
の
方
が
、

そ
れ
以
前

に
採
択

さ
れ
た
憲
法
と
比

べ
て
、
民
主
的
軍
統
制
規
範

に
関
す

る
規

定
が
充
実

し
て
い
る
。
特
に

「
軍
使
用

の
民
主
的
決
定
」
、
「
軍

の
政
治
的
中
立
」

お
よ
び

「
不
正
規

軍
の
禁
止
」

に
つ
い
て
の
規
定
率

が
高
く

な

っ
て
い
る

(表

1
参
照
)
。

中
で
も
制
定

が

一
番
遅
か

っ
た

ウ
ク

ラ
イ
ナ
憲
法

(九

六
年
六
月
)
が
軍

の

民
主
的
統
制

に

つ
い
て
最
も
充
実
し
た
規
定
を
持

つ
と
と
も

に
、

O
S
C
E
レ

ジ
ー

ム
を
最
も
忠
実

に
反
映
し

て
い
る
。
第

一
に
、
国
軍
の
み
な
ら
ず
、
国
家

治
安
部
隊

や
国
境
警

備
隊
な
ど

の
他

の
軍
事

組
織

に
も

言
及
が
あ

る
。
第

二

に
、
市
民

の
権

利
や
自
由

の
制
限

の
た
め
に
あ
る

い
は
憲
法
秩
序

の
打
倒
や
権

力
機
関

の
転
覆

や
活
動
妨
害

の
意
図
を
持

っ
て
、
軍
事
組
織
を
使
用
し

て
は
な

ら
な

い
と
す
る
と
と
も

に
、
法

で
定
め
ら
れ
て

い
な

い
軍
の
設
立

や
活
動
を
禁

止
し

て
い
る

(
一
七
条
)
。
第

三
に
、
政
党
や
公
共
機
関

に
よ
る
準

軍
事

部
隊
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の
所
有

や
軍
組
織
内

に
お
け

る
政
党

組
織

の
設
立
や
活
動

の
禁
止
を
定

め
る

(三
七
条

)
。
第

四
に
、
義
務
的
な
兵
役

へ
の
代
替
役
務
を

認
め
て

い
る

(三
五

条
)
。
第

五
に
、
大
統
領

が
主
宰
す
る
憲
法
上

の
機

関
と
し

て
国
家
安
全
保
障

・

防
衛
会
議
を
詳
細

に
規
定
し

て
い
る

(
一
〇
七
条
)
。

ま
た
、
九

〇
年
改
正

ソ
連
憲
法

で
は
規
定
さ
れ
て

い
た
も

の
の
、
そ
の
後

の

憲
法
で
は
必
ず
し
も
規
定
さ
れ
な
く
な

っ
た

「
大
統
領
に
よ
る
安
全
保
障
会
議

の
主
宰
」
と

「
軍
の
役
割

・
任
務
」
が
後

の
憲
法
で
は
再
び
よ
く
規
定
さ
れ

る

よ
う
に
な

っ
て

い
る
。
さ
ら

に
、
多
く

の
C
I
S
諸
国

の
憲
法

は
軍
人

の
人
権

保
護

の
観
点

か
ら
法
律

に
合
致
し
た
兵
役
を
要
求
し

て
い
る
が
、
そ
う
し
た
規

定
は

ソ
連
憲
法
に
は
な
か

っ
た
も

の
で
あ

る
。
(
4
6
)

こ
の
点
に

つ
い
て

い
え
ば
、
行

動
規
約
採
択
前
に
制
定

さ
れ
た
憲
法

で
あ

っ
て
も
、
行
動
規
約
交
渉
中

の
学
習

成
果
が
出

て
い
る
と

い
え

る
。
以
上

の
特
徴
は
、
O
S
C
E
が
C
I
S
地
域

に

お

い
て
、

い
く

つ
か
の
新

し

い
規
範
を
導
入
す
る
と
も
に
、

ソ
連
時
代
末
期

に

あ

っ
た
既
存

の
憲
法

規
範
を

国
際
的

に
正
当
化
し
、
強
化
し
た
結

果
と

み
る
こ

と
が

で
き
る
。

(
2
)
C
-
S
諸
国
の
関
連

法

C
I
S
諸
国

の
全
て

の
国
で
、
表

2
の
通
り
、
民
主
的
軍
統
制
レ
ジ
ー
ム
に

関
連
す

る
国
内
法

の
制
定
が
進

ん
で
い
る
。
特

に
行
動
規
約
が
九
四
年

に
採
択

さ
れ
た
後
、

そ
の
動
き
が
顕
著

で
あ

る
。
C
I
S
諸

国
と
は

一
概

に

い

っ
て

も
、
様

々
な
状
況
に
置
か
れ
、
異
な

る
選
好
を
有
す

る
諸
国

の
多

く
が
同
様
な

法
律
を
短
期
間

で
制
定
し
た
事
実

は
、
国
際
要
因

の
影
響

の
強
さ
を
物
語

っ
て

い
る
。
(
4
7
)

た
と
え
ば
、

ロ
シ

ア
連
邦
政
府

は
、
九

五
年

八
月
七
日

の
決
議
七
九
六
に
よ

り

「
行
動
規
約

に
よ
り
受
け
入
れ
た
国
際
義
務
を

関
連
す

る
連
邦
法
律
に
反
映

さ
せ
る
た
め
の
適
切
な
措
置
を
と
る
」
よ
う
外
務
省

に
指
示
し

て
い
る
。
そ
の

後
、
関
連
法
と

し
て
は
、
「
国
防
に
関
す
る
連
邦
法
律
」

(九
六
年
)
、
「
動
員
準

備
お
よ
び
動
員

に
関
す
る
連
邦
法
律
」
(九
七
年
)
、
「
軍
務
お
よ
び
兵
役

に
関
す

る
連
邦
法
律
」

(九

八
年
)
、
「
軍
人

の
地
位
に
関
す

る
連
邦
法
律
」

(九
八
年
)
、

そ
し

て

胴
非
常
事
態

に
関
す

る
連

邦
憲
法
的
法
律
」

(
〇

一
年

)
が
制
定

さ
れ

て
い
る
。
(
4
8
)

限
ら
れ
た
予
算
し
か
使
え
な
か

っ
た

ロ
シ
ア
連
邦
軍

の
建
設

の
初
期

で
は
、
軍
事

に
関
す

る
法
的
基
盤

の
確
立
な
ど

ソ
フ
ト
面

の
改
革
が
相
対
的
に

優
先
さ
れ
た
と

い
う
事
情
も
あ

っ
た
。
(
4
9
)

国
名
を
明
ら
か
に
し
な

い
O
S
C
E
公
式
文
書

に
よ
る
と
、
九
七
年

の
行
動

規
約

フ
ォ
ロ
ー

・
ア

ッ
プ

会
議

で
は
、
行

動
規
約

の
規
定

が
関
連
法

に
反
映

さ
れ

た
と
通
報

し
て
き

た
国

が
二

つ
あ

っ
た
と
事

務
局

C
P
C
が
報
告

し
て

い
る
。
(
5
0
)

そ

の
数
は
決

し
て
多
く
な

い
が
、
こ

の
段
階
で
は
、
情
報
交
換
は
ま
だ

自
主
性
に
任
さ
れ
て

い
た

こ
と
も
あ
り
、
C
I
S
諸
国
の
回
答
率
が
悪
か

っ
た

こ
と
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ

る
。
ま
た
、
九
九
年

の
フ
ォ

ロ
ー

・
ア

ツ
プ
会
議

の
第

一
分
科
会

で
は
、
「
民
主
的
政
治
統
制

に
関
す

る
国
内
法

お
よ
び
規
範

の

発
展

に
と

っ
て
の
規
約

の
概
念
的
関
連
性
が
強
調
さ
れ
た
。

い
く

つ
か

の
代
表

団
は
、
国
内
レ

ベ
ル
で
の
規
約

の
影
響

の
は

っ
き
り
と
し
た
例
を
挙
げ

て
、
民

主
的
政
治
統
制
に
関
す
る
国
内
法

の
特
定

の
側
面
を
詳
し
く
述
べ
た
。
」
(
5
1
)

な
お
、

同
会
議

の
本
会
議
で
は
、
行
動
規
約

の
規
定
が
国
防
法
と
兵
役
法

の
二

つ
の
法

律

に
反
映
さ
れ
た
と

の
ベ
ラ
ル
ー
シ
大
使

の
発
言
が
あ

っ
た
。
(
5
2
)

同
国
の
履
行

ア

ン
ケ
ー
ト
回
答
に
よ
れ
ば
、
国
防
法
は
軍

に
対
す
る
民
・王
的
な
政
治
統
制

に

つ

い
て
、
ま
た
、
兵
役
法
は
軍
人
の
補
充

・
召
集
と
兵
役
免
除
に

つ
い
て
規
定
し
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て

い
る
。お

わ

り

に

O
S
C
E
に
お
け
る
民
主
的
軍
統
制

規
範

の
設
定

お
よ
び
履
行
促
進
が
、
C

I
S
諸
国

の
憲
法

や
関
連
法

の
制
定

に
貢
献
し
て
き
た
。

そ
の

「
規
範

の
学
校
」

で
形
成

さ
れ
た
民
主
的
軍
統
制
レ
ジ
ー
ム
は
、

国
家
行
動
を
制
約
す

る
こ
と
を

直
接

の
目
的

に
す

る
も

の
で
は
な

い
。
む
し
ろ
、
ま
ず
は
旧
社
会
主
義
国
、
特

に
新
興
独
立
諸
国

の
国
内
法
を
整
備
す
る
こ
と

に
重
点
を
置

い
て
い
る
。
も
ち

ろ
ん
、
国
内
法
制

化
自
体

は
民
主
的

軍
統

制

の
十

分
条
件

で
は
な

い
。
し
か

し
、

ア
メ
リ
カ
な
ど

の

「
規
範

の
教
師
」
諸
国
が
そ
れ
を
必
要
条
件
と
し

て
重

視
し

て
き
た

こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
理
論
的

に
み
れ
ば
、

O
S
C
E
プ

ロ
セ

ス

は

、
ま
ず
欧

州
全
体

で
、
「
民
主
主
義

国
と

は
、
民
主

的
軍
統
制

に
関
す

る
法

制
度
を
持

つ
国

で
あ
る
」
と

「
民
主
主
義
国
」

の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
概
念

を

再
構
成
し
た
。
そ
し

て
、
次
に
国
内

の
関
連
す

る
憲
法
規
定
や
法
律

の
制
定

を

促
す

こ
と

に
よ

っ
て
、
ま
さ
に

「
国
の
か
た
ち

(

)
」
を

「構
成
(
5
3
)

す

み

(

)
」

こ
と
を
目
指
し
て
き
た
。
こ
の
事
例
研
究
は
、
国
際
関

係
理
論

の
構
成
主
義
が
強
調
す

る

「
観
念
的
構
造

に
よ
る

ア
ク
タ

ー
の
構
築
」

を
、
国
際
規
範

の

(
エ
リ
ー
ト
に
よ
る
内
面
化

で
は
な
く
)
国
内
法
制
化

の
分

析
を
通
じ

て
例
示
す
る
も

の
と

な

っ
て
い
る
。
(
5
4
)

で
は
、

こ
の
事
例
は
、
欧
州

域
外

に
は
ど

の
よ
う
な
含
意
を
持

つ
の
で
あ

ろ

う
か
。
端
的

に
い
え
ば
、
こ
の
事
例

が
あ

る
意
味

で
特
殊
で
あ
る
こ
と
は
否
定

で
き
な

い
。
第

一
に
、
民
主
的
軍
統
制

レ
ジ

ー
ム
や
そ
の
国
内

履
行
促
進
は
、

民
主

主
義
、
人
権
尊

重
お
よ
び
法

の
支
配
と

い
う

諸
原

則

の
確
立

が
前

提
と

な

っ
て
い
る
。
第

二
に
、
新

興
独
立
国
に
と

っ
て
は
、
「
説
得

さ
れ
る
も

の
が

新
し
く
不
確
実
な
環
境
に

い
る
場
合

(新
た
な
問
題
、
危
機
、
政
策

的
失
敗
)
」
、

「
説
得
さ
れ

る
も

の
が
、
先

入
観
念
を
あ
ま
り
持
た
な

い
場
合
」
と

い
う

説
得

が
効
果
を
生
む
条
件

が
成
立
し

て
い
た
。
(
5
5
)

第
一三
に
、
新

興
独
立
諸
国

で
は
、
創

設
期
に
あ
た
る
軍
か
ら
統
制

へ
の
強

い
反
対
が
な
か

っ
た

こ
と
も
、

N
A
T
O

加
盟
と

い
う
イ

ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
な
く
て
も
非

強
制
的
な

O
S
C
E
の
教
育
を

効
果
的

な
も

の
に
し
た
と

い
え
る
。
(
5
6
)

最
後

に
、
共
産
党

に
よ

る
文
民
統
制
と

い

う

ソ
連

軍
の
遺
産
も
関
係
し

て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
(
5
7
)

こ
れ
ら

の
条
件
は
、
欧

州
以
外

の
地
域

で
な
か
な
か
揃
う
も

の
で
は
な

い
。
た
と
え
ば
、
ミ

ャ
ン
マ
ー

の
困
難
を
極
め

る
憲
法
制
定
過
程
と
比
較

し
て
み
る
と
よ

い
で
あ
ろ
う

。

た
だ

し
、
東

ア
ジ

ア
に
お

い
て
も
、
安
全
保
障
共
同
体

の
形
成
が
進
み
始
め

て

い
る
。
時
と
し
て

「
欧
州
の
政
治
的

・
経
済
的

・
文
化
的
同

一
性
、
ア
ジ
ア

の

多
様
性
」
と
差
異
が
強
調
さ
れ
る
が
、
O
S
C
E
も
、
そ

の
参
加
国
に
中
央

ア

ジ
ア
諸

国
な
ど
を
含
み
、
多
様
性

に
富

ん
で

い
る
。
法

的
拘
束
力
に
頼
ら
ず
、

コ
ン
セ
ン
サ

ス
方
式
を
重
視

す
る
O
S
C
E
の
経
験
は
、
東

ア
ジ
ア
に
と

っ
て

も
多
く

の
示
唆
を
含
ん
で

い
る
は
ず

で
あ

る
。

(
1
)

国
際
機
関
に
よ
る
民
主
化
促
進

の
要
因

に
は
、
強
制
的
な

「
コ
ン
デ
ィ

シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
」
と
非
強
制
的
な

「合
意
」
(

)
が
あ
る
。
岩
崎
正
洋

「
民
主
化
支
援
と
国
際
関
係
」

『国
際
政
治
』
第

一
二
五
号
(二
〇
〇
○
年
)。
小

暮
健
太
郎

「民
主
化
に
お
け
る
国
際
的
要
因
の
諸
相
」
『国
際
政
治
』
第

一
二
八

号

(
二
〇
〇

一
年

)
。
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(
2
)

(
3
)

こ
れ
ま
で
O
S
C
E
関
連
研
究
で
は
、
人
権
、
民

主
化
、
予
防
外
交
お
よ
び

信
頼
醸
成
措
置
な
ど
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
こ
と
が
多
か

っ
た
。
た
と
え
ば
、

次
を
参
照
。
吉
川
元

『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
安
全
保
障
協
力
会
議

(
C
S
C
E
)-

人
権
の
国
際
化
か
ら
民
主
化
支
援

へ
の
発
展
過
程
の
考
察
』
三
嶺
書
房
、

一
九

九
四
年
。
吉
川
元
編

『予
防
外
交
』
三
嶺
書

房
、
二
〇
〇
〇
年
。
西
村
め
ぐ
み

『規
範
と
国
家
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
形
成
-

O
S
C
E
の
紛
争
予
防

・危
機

管
理
と
規
範
を
め
ぐ
る
政
治
過
程
-

』
多
賀
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
。
宮
脇
昇

『C
S
C
E
人
権
レ
ジ
ー
ム
の
研
究
-

「
ヘ
ル
シ
ン
キ
宣
言
」
は
冷
戦
を
終
わ

ら
せ
た
』
国
際
書
院
、
二
〇
〇
一三
年
。

(
4
)

(
5
)

(
6
)

コ
ペ

ン

ハ
ー
ゲ

ン
文

書

お
よ
び

モ

ス
ク
ワ
文
書

二
〇

〇
四
年

七
月

一
日
)
○

(
7
)

行

動

規

約

二

〇

〇

四
年

七

月

一
日

)
。

な

お

、

O

S
C
E
行
動
規
約

に
つ
い
て
は
次

の
文
献
を
参
照
し
た
。

た

だ

し

、

以
上
の
文
献
は
、
基
本
的
に
行
動
規
約
の
内
容
や
経
緯
の
記
述
に
終
始
し
て
い

る
。
な
お
、
行
動
規
約

に
関
す
る
日
本
語

の
解
説
と
し
て
は
、
宮
岡
勲

「
O
S

C
E
の

『安
全
保
障
の
政
治

・
軍
事
的
側
面
に
関
す
る
行
動
規
約
』
-

軍

の

民

王
的
統
制

・
使
用
に
関
す

る
国
際
規
範
を
中
心
に
」
『大
阪
外
国
語
大
学
論

集
』
第
三
二
号

(
二
〇
〇
五
年
)
が
あ
る
。

(
8
)

同
様
に
、

コ
ペ
ン

ハ
ー
ゲ
ン
文
書
第

一
八
.
四
項
も
兵
役
の
代
替
役
務

の

導
入
に
関
す
る
検
討
を
求
め
て
い
る
。
な
お
、
第

一
八
.

一
項
が
言
及
し
て
い

る
よ
う
に
、
国
連
人
権
委
員
会
が

一兵
役

へ
の
良
心
的
拒
否
を
行
う
権
利
」
を

認
め
て
い
る
。

(
9
)

こ
れ
ら
の
機
能

は
、
ア
ド

ラ
ー
の
い
う
O
S
C
E
の
共
同
体
形
成
機
能

と

部

分

的

に
重

な

る
。

、
(

10
)

な

お

、

ア

メ

リ

カ

は

、

二

国

間

で
も

こ

の
地

域

に

軍

民

主
化

支

援

を

行

っ
て
き

た

。

し

か

し

、

ウ

ル

リ

ヒ

に

よ

れ

ば

、

ア

メ

リ

カ

は
欧

州

旧

社
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会
主
義
国
側
が
軍

の
民
主
化

に
お

い
て
本
当
に
必
要
と
し

て
も

の
を
よ
く

理
解
せ
ず

に
支
援
し
て
き
た
た
め
に
効
果
が
あ
ま
り
出
て
い
な

い
と

い
う
。

(11
)

(12
)

(13
)

九

一
年

一
二
月

に
合

意
さ

れ
た

マ
ー

ス
ト

リ
ヒ
ト
条

約

(発
効

は
九

三
年

一
一
月

)

に
よ
り

予
定
さ

れ

て

い
た

E
U

の
共
通
外

交

・
安
全

保
障

政
策

(
C

F
S

P
)
に
向
け

て

の
最

初

の
試

行
課
題

と
な

っ
た

の
が
行
動
規

約

で
あ

っ
た

。

(14
)

交

渉

過

程

に

つ

い

て

は

、

を
参

照
。

(15
)

(16
)

(
17
)

(
18
)

(19
)

た
と
え

ば
、

を
参

照
。

(20
)

そ

の
間
に

は
、

ク

ロ
ア
チ

ァ
や
ボ

ス

ニ
ア

・
ヘ
ル

ツ

ェ
ゴ
ヴ

ィ

ナ
、
旧

ソ

連

諸

国

の
モ

ル
ド

ヴ

ァ
、
グ

ル
ジ

ア
、

ア
ゼ

ル
バ
イ
ジ

ャ
ン
お
よ

び
タ

ジ
キ

ス

タ

ン
に
お

い
て
内

戦
が
起

き

て

い
る
。
な

お
、
旧

ユ
ー
ゴ
国

の
マ
ケ
ド

ニ
ァ
の

O
S

C
E
参

加
は

、
九

五
年

一
○
月
ま

で
待

た
な

け
れ

ば
な

ら
な

か

っ
た

。
ま

た

、
九

二
年

に
樹

立
し

た

ユ
ー
ゴ

ス
ラ
ヴ

ィ

ア
連

邦
共
和

国

(二

〇
〇

三
年

に

セ
ル
ビ

ア

.
モ

ン
テ
ネ
グ

ロ
と

国
名
変

更
)

は
、

旧

ユ
ー
ゴ

の
地
位

を
引

き
継

い
だ
も

の

の
、
参

加

資
格

は

二
〇
〇
〇
年

一
一
月
ま

で
停

止
さ

れ

て

い
た

。

(
21
)

(
22
)

(23
)

(24
)

国

際
規

範

の
正

当
性

に

つ
い

て
は

、

を
参

照
。

(25
)

中
村
耕

一
郎

『国
際

「合
意
」
論
序
説
:
法
的
拘
束
力
を
有
し
な
い
国
際

「合
意
」
に
つ
い
て
』
東
信
堂
、
二
〇
〇
二
年
、
第
五
章
。

(26
)

(27
)
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(28
)

(29
)

社
会
化
と

は

「
人
が
社
会
的
相
互
行
為
を
通

じ
て
期
待

さ
れ
る
考
え

方

、
感
じ
方

、
行
動

の
仕
方
を
是
認
し
て

い
く
過
程
」
を

い
う
。

(30
)

(
31
)

ブ
リ

ン
と

フ
ァ
レ
ル
は
、
冷
戦
後

の
C
S
C

E
に
お

い
て
設
定

さ
れ

た
民
主
主
義
規
範

に
よ

っ
て
、
欧

州
周
辺
地
域
の
内

戦
に
対
処
す

る
た
め

の

一建
設
的
干
渉
」
が
容
認
さ
れ

て
き
た
と
主
張
す

る
。
そ

の
容
認

の
根
拠

と
し

て
、
「主
権
は
国
民
に
与
え
ら
れ
る
と

い
う
民

主
主
義

の
原
則
か
ら
し

て
、
民
主
化
途
上
国
は
不
完
全
な
主
権
し
か
持
た
な
い
」
と

の
論
理
を
挙
げ

て

い

る

。

(32
)

(
33
)

植
田
隆
子

「
欧
州
安
全
保
障
協
力
機
構
」
同
編

『現
代
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
国
際

政
治
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
、
八
八
頁
。

(
34
)

(35
)

ま

た
、
欧

州

評
議

会

(
C

E
)
は

、

新
規
加
盟
国

(
ベ
ラ
ル
ー
シ
と
中
央

ア
ジ
ア
諸
国
を
除
く
C
I
S
諸
国
)
に

様

々
な
要
求
を
し
て
き
た
が
、
民
主
的
軍
統
制
レ
ジ
ー
ム
と
直
接
関
係
す
る
の

は
、
強
制
兵
役

へ
の
代
替
役
務
に
関
す
る
立
法
だ
け
で
あ
る
。

(36
)

(37
)

(38
)

(
39
)

会
議

の
概

要

は

、
以

下

を

参

照

。

(
40
)

二
〇
〇
三
年
四
月

に
は
改
訂
さ
れ
七

項
目
と
な
っ
た
。
改
訂
版
で
は
、
テ
ロ
対
策
に
関
す
る
質
問
が
詳
細
に
な

っ
た

が
、
そ
れ
以
外
の
質
問
は
機
能
的
な
観
点
か
ら
再
構
成
さ
れ
た
だ
け
で
内
容
的

に
は
ほ
と

ん
ど

変
わ

っ
て
い
な

い
。

(41
)
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(42
)

(
43
)

西
村

、前

掲
書
。

(
44
)

た
だ
し
、

ベ
ラ
ル
ー
シ
憲
法
に
は
国
防
大
臣
、
内
務
大
臣
お
よ
び
国
家
安

全
保
障
委
員
会
委
員
長
な
ど
の
任
免
権

(同

一
〇
〇
条
)
が
、
グ
ル
ジ
ア
憲
法

に
は
特
に
内
務
大
臣
、
国
防
大
臣
お
よ
び
国
家
治
安
大
臣

の
解
任
権

(同
七
三

条
)
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。

(
45
)

宮
地
芳
範

「
ソ
ビ

エ
ト
連
邦
」
阿
部
照
哉

・
畑
博
行
編

『世
界
の
憲
法
』

有
信
堂
高
文
社
、

一
九
九

一
年
。

(46
)

ト
ル
ク
メ
ニ
ス
タ
ン
と

ア
ル
メ
ニ
ア
の
憲
法
を
除
く
。

(47
)

(48
)

な

お

、
ロ

シ
ア
の
関
連
法
制

の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
宮
岡
勲

「
ロ
シ
ア
軍
の
民
・王
的
統
制

に
関
す
る
法
制
度
-

O
S
C
E
行
動
規
約
か
ら
の
評
価
」
『
ア
ジ
ア
太
平
洋

論
叢
』
第

一
五
号

(
二
〇
〇
五
年
)
を
参
照
の
こ
と
。

(49
)

平
和

・
安
全
保
障
研
究
所

『第
2
部

ロ
シ
ア
に
お
け
る
軍
改
革
の
前
半

の
成
果
と
今
後
の
展
望
』
平
成

一
六
年
六
月
、
三
-

四
頁
。

(50
)

(51
)

(52
)

(
53
)

佐
藤
幸
治

「
憲
法
と

『国
の
か
た
ち
』
」
『会
計
検
査
研
究
』
第
二
五
巻
、

二
〇
〇
二
年
三
月
。

(
54
)

(55
)

(56
)

(57
)

〔付
記
〕

本
稿
は
、
平
和

・
安
全
保
障
研
究
所
と
国
際
交
流
基
金
日
米
セ
ン
タ
ー

共
催
の
安
全
保
障
研
究
奨
学
プ

ロ
グ
ラ
ム
に
お
け
る
個
別
研
究
の
成
果

の

一
部

で
あ
る
。

(み
や
お
か

い
さ
お

大
阪
外

国
語
大
学
)



The OSCE as a School of Norms: Legalization 

of the Democratic Control of Armed Forces in 

the Former Soviet States 

MIYAOKA Isao

The existing literature argues that NATO membership has been an 

effective incentive for the democratic control of armed forces (DCAF) in 

post-communist Europe. It also points out considerable delay in establishing 
DCAF in the countries that are not likely to be candidates for NATO member-

ship in the near future: typically, the Commonwealth of Independent States 

(CIS) countries (the former Soviet states excluding the three Baltic coun-
tries). On the other hand, the literature pays little attention to the role of 

the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) in this 

area. 

This article argues that norm setting and the international promotion of 

norm implementation on the OSCE platform have contributed to the domes-

tic legalization of DCAF in the CIS states. In this argument, the OSCE is 

regarded, not as teacher or nanny of norms (independent actor in interna-

tional politics), but as a school of norms (site or process of norm teaching). 

This is a case illustrating the Constructivist functions of the OSCE process 

to re-constitute the "democratic state" at the international level by adding a 

DCAF element to democracy, and then literally to constitute the legal consti-
tutions of the former communist countries. 

The main body of this article is divided into four sections. The first section 

outlines the DCAF regime developed at the OSCE, which consists of the two 

Documents of the Copenhagen and Moscow Meetings of the Conference of 

the Human Dimension (1990 and 1991) and the Code of Conduct on Politico-

Military Aspects of Security (1994).
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In the next two sections, I analyze norm setting and the promotion of norm 

implementation within the OSCE framework respectively. Legitimization 

based on OSCE principles, politically binding nature, and the consensus rule 

are three basic features of OSCE norm setting. Its activities to promote the 

implementation of the DCAF regime include follow-up conferences, informa-

tion exchange, seminars, and comments on constitutional drafts and bills. I 

also identify teachers and students of the DCAF regime. 

Fourthly, this article examines the impact of the OSCE process on national 

legislation in the CIS region. The DCAF norms, especially democratic deci-

sion on the use of force, the political neutrality of armed forces, and a ban on 

irregular forces, influenced the CIS constitutions adopted or amended nearly 

one year after the adoption of the OSCE Code of Conduct in December 1994. 

At the law level, the CIS countries have enacted some or all of the laws on 

defense, the state of emergency, mobilization, military service, alternative 

service, and the status of persons since 1994.
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